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離婚問題Q&A

なお、令和８年（2026年）４月１日から、法定養育費制度が新設
され、同日以降の離婚につき、養育費の取決めがない場合でも子
１人あたり月額２万円を請求することができるようになりました。

Q8 養育費の取決めをしましたが、相手からの支払が
滞っています。どうすればよいですか？

調停調書があって、そこに相手方が養育費を支払うことについ
て記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求め
る方法があります。
履行勧告は、家庭裁判所が調査した上で、養育費がきちんと
支払われていないことが判明した場合、相手方に支払を指導す
る制度です。手続が比較的簡単で手数料もかかりませんが、強
制的に支払わせることはできません。
履行命令は、家庭裁判所が一定の期間内に支払を行うよう相
手方に命令する制度で、違反者は制裁（10万円以下の過料処
分）の対象になります。しかし、強制的に支払わせることができない
点は履行勧告と同じです。
さらに相手が支払を拒む場合は、債務名義（相手方が養育費
を支払うことが記載された調停調書、審判書、判決書、強制執行
認諾文言付きの公正証書等）に基づき、給与の差押え等の強制
執行を行うことも考えられます。既に滞納されている養育費の分の
みならず、将来支払われる予定の養育費のために差し押さえてお
くこともできます。令和２年（2020年）から施行された改正民事執
行法において、債務者の預貯金等に関する情報や勤務先に関
する情報、不動産に関する情報を取得する制度が設けられまし
た。この制度により相手方の財産を特定しやすくなり、未払の養育
費について強制執行の申立てがしやすくなりました。詳しくは弁護
士に相談するとよいでしょう。また、令和８年（2026年）４月１日から、
債務名義がない場合でも、父母間で養育費の取決めをした文書
がある場合には、子１人あたり月額８万円を上限として、先取特権
という権利を行使して、差し押さえをすることができるようになりまし
た（同年３月31日以前に養育費の取決めがされていた場合には、
同年４月１日以降に生ずる養育費に限って先取特権が付与され
ます。）。

の子がいるときは、親権者を決めるか、親権者の指定を求め
る家事調停又は審判を申し立てていなければ離婚届が受
理されません。令和８年（2026年）４月１日以降は、父母双方
を親権者とするか（共同親権）、その一方を親権者とするか
（単独親権）、単独親権の場合は父母のどちらを親権者とす
るか、決めることが必要です（共同親権と単独親権のどちら
が原則ということはなく、子の利益の観点から最善の判断を
すべきとされています。）。
したがって、話合いによっても親権者が決まらない場合に
は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをするか、親権者指定
の調停又は審判を提起しつつ離婚のみを届け出るかを選
択することになります。調停でも親権者が決まらなければ、離
婚を求める裁判や親権者を指定する審判で裁判所による親
権者の指定を求めることになります。裁判所が親権者を指定
する場合、共同親権とするか単独親権にするか、単独親権
の場合父母のどちらを親権者とするか、「子の福祉」の観点
から総合的に判断されることになります。また、子が15歳以上
のときは、親権について子の意見を聴く必要があります。

コラム：共同親権になった場合、子に関することはすべて
　　　 ２人で決めるのでしょうか？
共同親権の場合、原則、親権は、父母が共同して行いま

す。なお、日常の食事や服装の決定、習い事等の日常の行為
に当たるものや緊急の医療行為を受けさせる必要があるとき
など、子の利益のために急迫の事情があるときは単独行使が
可能です。また、特定の事項について、家庭裁判所の手続で
親権行使者を定めることもできます。

Q7 離婚後の子の養育費はどの位もらえるのですか？

養育費の額は、両親の収入額、子の人数・年齢等様々な
事情を考慮して決めることになります。家庭裁判所における
調停では、養育費を算出するための養育費・婚姻費用算定
表（裁判所ウェブサイトに掲載あり）を基礎として具体的な養
育費の額を決めます。この算定表は学費については公立学
校の教育費を前提にしていますが、養育費を支払う側にお
いて、子が私立学校に通学することを承諾していたような場
合には、私立学校の教育費が考慮されることもあります。その
他、具体的な養育費の決定には個別の事情も考慮されるこ
とがありますので、詳しくは弁護士に相談するとよいでしょう。
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中で財産分与の請求をすることもできます。財産分与の調停
がまとまらない場合は、審判によって結論が示されます。離婚
調停の中で財産分与を請求し、調停が不成立となった後、
離婚請求の訴訟を提起する際に、離婚の請求と一緒に財産
分与を請求することもできます。
なお、財産分与の請求は離婚が成立した後に行うこともで

きます。これまでは離婚成立から２年を経過すると家庭裁判
所に調停・審判を申し立てることはできませんでしたが、令和
８年（2026年）４月１日から同日以降に離婚が成立した場合
は、請求できる期間が５年に伸長されました。

Q5 財産分与では、どのような財産が対象となりま
すか？ 

婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した一切の財産
（共有財産）が対象となります。夫婦一方の名義で取得した
財産であっても、実質的に夫婦が協力して取得したと認めら
れる場合には財産分与の対象になります。具体的には、不動
産、預貯金、株式、生命保険等ですが、プラスの財産だけで
はなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産も考慮の対象
になります。未成年の子のために掛けている学資保険や子
の名義の預貯金も財産分与の対象となることがあります。
他方で、夫婦の一方が相続により取得した財産や婚姻時

に既に持っていた財産等、夫婦の協力とは関係のない財産
（特有財産）は、原則として財産分与の対象とはなりません。
なお、ローンが残っている住宅の財産分与の方法として、
住宅を売却して代金を分与する方法や住宅の所有権を夫
婦のいずれかが取得する方法が考えられます。しかし、ロー
ン残額が住宅の価値を上回る場合（いわゆるオーバーロー
ンの状態）では、売却後に残った負債をどう処理するかにつ
いても協議をしなければなりません。さらに、ローンの名義人を
変更するには金融機関の了承が必要となります。また、住宅
を夫婦どちらかが取得する場合も、取決めが複雑になること
が少なくありません。税金の問題が生じることもあります。詳し
くは専門家にご相談ください。

Q6 離婚の際、自分も相手も子の親権を主張してい
る場合はどうなるのですか？

話合いによって離婚する場合、夫婦に未成年（18歳未満）

金額について話合いがまとまらない場合や話合いができない
場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停や審判の申立
てをすることができます。家庭裁判所が具体的な金額を決める際
には、夫婦の収入額、子の人数・年齢等様々な事情を考慮しま
す。
なお、裁判所の運用上、過去の婚姻費用の未払分を遡って請
求することは難しいとされていますが、離婚に際し、財産分与（Ｑ４
参照）において考慮される場合があります。

Q3 配偶者の不倫が原因で離婚する場合は、誰に慰謝
料を請求できますか？

配偶者の一方の不倫により離婚をする場合、通常、配偶者及
びその不倫相手に対し、不貞行為（肉体関係を持ったこと）を理
由とする慰謝料を請求することができると考えられています。もっと
も、不倫相手に対しては、これを超えて離婚に至ったこと自体を理
由とする慰謝料を請求することは難しいでしょう（ただし、離婚に
至ったという事実は、不貞行為の慰謝料の額を算出する際に考
慮されることがあります。）。
しかし、配偶者が不倫を始めた当時、すでに夫婦間の婚姻関
係が実質的に破たんしていたような場合には、不貞行為を理由と
する慰謝料を請求することは困難です。
また、不倫をした配偶者が不倫相手にうそを言って独身だと信

じ込ませていた場合など、不倫相手に落ち度がない場合には、不
倫相手に対して不貞行為を理由とする慰謝料を請求することは
できません。
なお、原則として、離婚の慰謝料については離婚後３年、不貞
行為の慰謝料については不貞行為の判明後３年を経過すると、
慰謝料の請求権は時効により消滅します。

Q4 離婚の際に行う、「財産分与」とは何ですか？

財産分与とは、婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した財産
を、公平の観点から分けることをいいます。単なる清算にとどまら
ず、慰謝料的要素、扶養的要素を考慮した離婚に際しての給付
という側面もあります。
財産分与の話合いがつかないときは、家庭裁判所に財産分与

の調停又は審判を申し立てることができます。離婚調停や訴訟の

Q1 配偶者が離婚の話合いに応じてくれません。
どうすればよいですか？

話合いによる離婚（協議離婚）ができない場合、まず家庭裁
判所に夫婦関係調整調停（いわゆる離婚調停）の申立てを
することになります。調停の手続では、主に調停委員が両者の
話を交互に聞きながら解決を図ります。なお、ＤＶの場合など、
裁判所に相談すると調停期日に相手方と遭遇しないよう配慮
を受けられる場合があります。
調停での話合いがまとまり、離婚について書面（調停調書）

が作成されると、離婚が成立します（調停離婚）。
調停での話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所

に離婚を求める裁判を起こすことができます。裁判による離婚
（裁判離婚）は、法律で定められた離婚原因がなければ認め
られません。
あなたの求める離婚が認められるかどうか、まずは弁護士に
相談するとよいでしょう。

コラム：離婚が成立したら？
調停離婚や裁判離婚の場合には、調停が成立した日又は

裁判が確定した日から10日以内に、市区町村役場へ離婚の
届出をしなければなりません。なお、婚姻に際して氏を変更し
た夫又は妻は、離婚すると、原則として旧姓に戻りますので、
婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用することを希望する場合
（婚氏続称）には、合わせて届出をしましょう。
また、親の離婚に伴い、子の氏を変える場合には、離婚とは
別に家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをする必要
があります。家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村
役場で氏の変更届をすると、子の氏が変更されます。
なお、氏の変更届は、原則として子自身が行うことになります

が、子が15歳未満の場合は親権者が行います（氏の変更手
続は、離婚後共同親権の場合、原則として父母共同で申立て
をする必要があります。）。

Q2 別居中の配偶者に、生活費を請求できますか？

夫婦の一方は、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水
準が保てるような金額の生活費を請求（婚姻費用分担請求）
することができます。


